
労働者派遣法に基づく情報公開について 

労働者派遣法第 23 条第 5 項に基づき弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報をお知らせいたします。 

 

アビリティーセンター株式会社 

 

➢ １. 派遣料金等について              （対象期間：2022 年 7 月 1 日～2023 年 6 月 30 日） 

 新居浜オフィス 松山オフィス 高松オフィス 高知オフィス 徳島オフィス 

①派遣労働者の数 

（2024 年 6 月 1 日時点） 
488 人 390 人 171 人 292 人 92 人 

②派遣先実数（事業所単位） 147 件 151 件 60 件 75 件 38 件 

③派遣料金（1 日 8 時間／円） 15,652 円 15,126 円 15,227 円 13,981 円 14,378 円 

④派遣賃金（1 日 8 時間／円） 9,675 円 9,355 円 9,390 円 8,580 円 9,485 円 

⑤マージン率 

（③－④）／③） 
38.1% 38.1% 38.3% 38.6% 34.0% 

雇用安定措置を講じた人数 25 人 25 人 12 人 21 人 22 人 

※マージンとは、派遣料金額から派遣社員の方にお支払いする給与を差し引いた差額を指します。また、マージン率は、派遣

料金額に占めるマージンの割合を指します。 

 

■マージン率に含まれる派遣事業運営の必要経費について 

事業運営において、派遣社員の賃金以外に必要となる経費には、主に以下のようなものが含まれています。 

・派遣社員の社会保険料：保険料の約半分を雇用主である派遣会社が負担します。 

・派遣社員の有給休暇及び特別休暇費用：派遣社員が有給休暇等を取得した際の賃金は、派遣会社が負担します。 

・会社運営費：派遣社員の募集に必要となる募集広告費、社員人件費、通信費、事業運営に必要なシステム維持費、教育費、

オフィス賃料他を指します。教育費は、派遣就業前のコミュニケーショントレーニング、個人情報保護研修、パソコン研修な

どのスキルアップ研修、面接トレーニング、ならびに教育訓練に関する企画運営費、その他を指します。 

 

➢ ２. 教育訓練に関する事項 
eラーニングを中心に、教育訓練を実施しています。キャリアアップ講座一覧については、以下 URL より弊社ホームペ

ージをご確認ください。 

https://www.abi.co.jp/abisapo/#career 
 
種別 教育訓練内容 対象者 方法 賃金 労働者負担 

入職時研修 

派遣制度の概要、事業運営に関す

る事項、個人情報 
登録者 Off-JT なし なし 

派遣前研修 新規派遣労働者 Off-JT 有給 なし 

個人情報保護・安全衛生研修 
新規派遣労働者、 

派遣労働者 
Off-JT なし なし 

職能別・その他研

修 

①e-learning 研修 

②パソコン研修 派遣労働者 Off-JT 
①②有給 

なし 

③キャリア支援研修 ③なし 

 

➢ ３. 福利厚生に関する事項 
・年次有給休暇、産前産後休業、育児休業制度、介護休業制度、特別休暇制度、定期健康診断、労働保険、社会保険 

・定期健康診断・ストレスチェック受診（一定の基準を満たした方が対象） 

 

➢ ４．労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の労使協定に関する事項 

 

労使協定を締結しているか否か 締結済 

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者 

労使協定の有効期間の終期 2025 年 3 月 31 日 

https://www.abi.co.jp/abisapo/#career

